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【連載】みんなで知ろう！『鳴門市自治基本条例』

■川東婦人会の皆さんは岡崎海岸
　周辺の清掃活動を行いました。
　（11月12日）

■ボーイスカウト鳴門第９団ハヤブサ班は金
　刀比羅神社（木津）で清掃活動を行いました。　
　（11月11日）

■新池川をきれいにする会の皆さんは、
　ＥＭだんごの投入とともに河川敷の
　清掃活動を行いました（11月18日）

■ボーイスカウト鳴門第９団タイ
　ガー班は塩田公園の清掃活動
　を行いました。（11月11日）

■コスモスまつりの一環として、花によるまち
　づくりを進めている地域団体により、市役	
　所前でお接待が行われました。（11月11日）

■市役所本庁舎周辺の除草作業や
　落ち葉拾いを、市役所年金者連盟
　の皆さんが行いました。（11月10日）

■シルバー人材センターの皆さんは
　文化会館周辺で除草剪定作業など
　を行いました。（11月７日）

大切な一歩にしよう！
愛する鳴門のために、私たちができたこと・・

11月５日～18日実施 報	告
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【問】	市役所市民協働推進課
☎	684・1200		FAX	684・1336
E-mail	shiminkyodo@city.naruto.lg.jp

自治基本条例とは、市民が主役のまちづくりを実現する
ために、市民や行政、議会の役割など、まちづくりの	
ルールを定めた条例です。（平成23年11月1日施行）


